
 

 

 

「三重県 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 

関連事業推進本部（仮称）」の設置について（協議） 

  

１ 趣旨 

2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京オ

リパラ」という）に向けた東京オリパラ組織委員会や各省庁の動きが本格化するな

か、伊勢志摩サミットで高まった本県の知名度向上を活かしていくため、県庁各部

で東京オリパラに向けた取組も始まっています。 

このような状況を踏まえ、東京オリパラを契機とした県庁各部の取組を全庁的に

共有し、「希望がかない、選ばれる三重」を目指すため、事前キャンプ地誘致を目

的に設置している三重県「東京オリンピック・パラリンピック」キャンプ地誘致等

推進本部を「三重県 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業

推進本部（仮称）」に改組することにいたしたい。 

 

２ 「三重県 2020年東京オリパラ関連事業推進本部」の役割 

 ・東京オリパラ大会組織委員会、各省庁等の情報収集 

・各部局等の取組の情報共有 

 ・国等への提言・提案 

 ・事前キャンプ地の誘致 

 ・その他関連施策の推進 

 

３ 推進本部の改組に伴う主な変更点 

・東京オリパラに向け全庁的に取組を共有するため、本部員に防災対策部長、医

療対策局長、子ども・家庭局長、環境生活部長、廃棄物対策局長、県土整備部

長、警察本部長、東京事務所長を追加し、知事部局、教育委員会、警察本部で

構成 

・推進本部の活動を円滑に進めるため、本部員の属する部の課長等による組織と

して幹事会（従来は推進チーム）を設置 

・事務局を地域連携部スポーツ推進局スポーツ推進課から戦略企画部政策提言・

広域連携課に変更 

 

３ 今後の対応 

平成 29 年度は、推進本部会議を年 3 回（5 月 12 日、10 月、3 月）開催する予定

です。 
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